
課徴⾦減免制度導⼊後の
10年の成果と今後の在り⽅

平成28年12⽉22⽇（⽊）
公正取引委員会事務総局
課徴⾦減免管理官
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１．課徴⾦減免制度の概要

カルテル等の発⾒・解明を容易にするために，違反事業者が公正取引委員会に対して⾃らの
違反⾏為に係る事実の報告及び資料の提出を⾏えば，⼀定の要件の下で課徴⾦を減免する制度。
平成17年独占禁⽌法改正法により導⼊。

100%免除

１番⽬の申請者 ２番⽬の申請者

公取委の調査開始⽇後公取委の調査開始⽇前

最⼤３社

最⼤５社
（同⼀企業グループ内の複数の事業者による共同申請可）

３〜５番⽬の
申請者

50%減額
30%減額 30%減額 30%減額
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２．課徴⾦減免申請の⼿続

＜企業＞ ＜公正取引委員会＞

社内調査で違反を発⾒

公正取引委員会へ事前相談

減免⼿続の申請の提出（様式第１号）

報告書（様式第２号）及び資料の提出

追加的情報提供等

課徴⾦減免

相談への対応

受付順位の仮認定

報告書の受理・適⽤対象である旨の通知

課徴⾦納付命令
（２〜５番⽬の申請者の場合）

電話・
来訪等

FAX

郵送等

郵送等

（公正取引委員会の調査開始⽇前の場合）
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３．導⼊後の制度の変遷

A Aʼ B C

公取委

A Aʼ B C

公取委

減額率：１００％ ５０％ ３０％ ３０％ ３０％

① ② ③ ④ ⑤① ② ③ ④

減額率：１００％ ５０％ ３０％ なし

平成２１年独占禁⽌法改正法により，対象事業者数が３社から５社に拡⼤されるとともに，
同⼀企業グループ内の複数の事業者による共同申請が可能に。

D E

改正前 改正後
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４．課徴⾦減免申請件数の推移
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(注１) 平成１７年度については，課徴⾦減免制度が導⼊された平成１８年１⽉４⽇から同年３⽉末
⽇までの件数である。

(注２) 平成２１年独占禁⽌法改正法（平成２１年法律第５１号）により，平成２２年１⽉１⽇から
課徴⾦減免制度が拡充されている。
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５．課徴⾦減免制度の適⽤状況
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(注) 課徴⾦減免制度の対象とならない⾏為類型に係る法的措置件数は除く。 5



６．今後の在り⽅

１．社内調査の徹底

２．課徴⾦減免管理官と申請者とのコミュニケー
ション
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